


様式第１３号（第１５条関係）                                                   （第１面） 

 

部 分 休 業 簿  

 

申出対象期間         年度 

 

請求者 
所属 職 氏名 

   

 

１ 請求に係る子 
氏名 続柄等 生年月日 

    年 月 日 

 

２ 申出 
申出月日 

申出の内容 

(①又は②を記入) 
※申出の内容（変更後の内容も共通） 

①第１号部分休業（１日につき２時間を超えない範囲内） 

②第２号部分休業（１年につき人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間（１０日相当）を超えない範囲内）  月  日  

 

３ 変更（第１回目） 
変更月日 

変更後の内容 

(①又は②を記入) 
変更が必要な事情 

特別の事情の有無

(有又は無を記入) 
所
属
課
長 

（決裁） 

 月  日    

 

３ 変更（第２回目） 
変更月日 

変更後の内容 

(①又は②を記入) 
変更が必要な事情 

特別の事情の有無

(有又は無を記入) 
所
属
課
長 

（決裁） 

 月  日    

 

４ 備 考  

注１ 請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する

出生届受理証明書等（写しでも可）、養子縁組の場合は戸籍抄本（戸籍の個人事項証明書）等、育児休業法第２条第１項の規定により子に含まれるものとされる者については、

それを証する書類)を添付すること。 

注２ 第１号部分休業の承認の請求の場合は第２面、第２号部分休業の承認の請求の場合は第４面を用いること。 

注３ 第１号部分休業の承認が、職員からの請求に基づき取り消された場合は、その旨を第３面に記入すること。 



第１号部分休業の承認の請求の場合                                                 （第２面） 
 
          年度 

 

整理

番号 

部分休業の承認の請求をする期間 

請求月日 
請求者 

の印 

承認の 

可否 

所属課長

の決裁 
備 考 

月 日 
毎日／

曜日等 
時 間 

１  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

２  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

３  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

４  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

５  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

６  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

７  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

８  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

９  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

10  月  日から  月  日まで    時  分から  時  分まで  月  日    
 

 



第１号部分休業の承認の取消の場合                                                 （第３面） 
 
          年度 

 

整理

番号 

部分休業の承認の取消の期間 

請求者 

の印 

承認の 

可否 

所属課長

の決裁 
備 考 

月 日 時 間 

１  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

２  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

３  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

４  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

５  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

６  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

７  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

８  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

９  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

10  月  日から  月  日まで   時  分から  時  分まで    
 

 



第２号部分休業の承認の請求の場合                                                 （第４面） 
 
          年度 

 

整理

番号 

部分休業の承認の取消の期間 

請求時間数 残時間数 請求月日 請求者の印 
承認の 

可否 

所属課長 

の決裁 
備 考 

月 日 時 間 

１ 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 

２ 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 

３ 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 

４ 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 

５ 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 

６ 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 

７ 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 

８ 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 

９ 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 

10 
 月  日から 

 月  日まで 

 時 分から   

時 分まで 
時間  分 時間  分 月  日 

  
 

 



附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 



新潟県後期高齢者医療広域連合職員服務規程 

新旧対照表  

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員服務規程 新潟県後期高齢者医療広域連合職員服務規程 

平成１９年３月１日 平成１９年３月１日 

訓令第５号 訓令第５号 

（休日の代休日の指定） 

第８条 勤務時間条例第１１条の規定による代休日の指定は、勤務時間 

（休日の代休日の指定） 

第８条 勤務時間条例第１０条の規定による代休日の指定は、勤務時間 

規則の定めるところにより指定権者が行う。 規則の定めるところにより指定権者が行う。 

２ （略） ２ （略） 

（育児休業等） 

第１５条 （略） 

（育児休業等） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 育児休業規則第１２条第１項に規定する部分休業簿    は、様 ４ 育児休業規則第１２条第１項に規定する部分休業承認請求書は、様 

式第１３号によるものとし、所属課長を経由して、広域連合長に提出 式第１３号によるものとし、所属課長           に提出 

しなければならない。 しなければならない。 

５ 育児休業規則第５条第２項に規定する養育状況変更届は、様式第１

４号によるものとし、育児休業の承認又は部分休業の承認を受けてい

る職員にあっては、所属課長を経由して、広域連合長        

         に提出しなければならない。 

５ 育児休業規則第５条第２項に規定する養育状況変更届は、様式第１

４号によるものとし、育児休業の承認を受けている職員にあっては所

属課長を経由して、広域連合長に、部分休業の承認を受けている職員

にあっては所属課長に提出しなければならない。 

 



新 旧 

 
 



新 旧 

 
 



新 旧 

 

 



新 旧 

 

 



附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


